
 
 

 
令和５年度（2023年度） 

伊万里港東南アジア・台湾輸出入コンテナ 
助成金交付要綱 

 

佐賀県伊万里港振興会 

 

（趣旨） 

 

第１条 佐賀県伊万里港振興会会長（以下「会長」という。）は、伊万里港国際コンテ

ナターミナル（以下「伊万里港」という。）を利用する荷主に対し、予算の範囲内に

おいて助成金を交付することとし、その助成金については、この要綱の定めるとこ

ろによる。 

 

（助成対象者） 

 

第２条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす荷主と

する。 

⑴ 国内に事業所を有し、助成金の交付の申請時点において原則として１年以上事

業活動を継続している事業者※１であること。 

⑵ 助成対象期間内に、伊万里港と東南アジア※２・台湾（以下、「対象地域」とい

う。）との間※３で、新規※４又は前年度の実績を超えて※５輸出又は輸入するコ

ンテナ貨物（小口混載貨物及び空コンテナを除く。）があること。 

２ 前項に規定する事業者のうち、貨物利用運送事業者を介して輸出入を行っている

場合には、実質上の輸出入者を助成対象者とする。 

３ 第１項に規定する事業者の合意があれば、第１項の以外の者も助成対象者になる

ことができるものとする。 

 

※１ 船会社が発行する船荷証券(B/L)に、荷送人(Shipper)又は荷受人(Consignee)と

して記載されている事業者。船荷証券に荷主として記載されていない場合でも、ハ

ウス B/L等で実荷主であることが確認できれば助成対象とする。 

※２ 東南アジアとはインドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピ

ン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマーとする。 

※３ 船荷証券(B/L)上の揚荷港／最終船卸港(Port of Discharge)又は船積港／最初

船積港(Port of Loading)を判断の基準とする。但し、国際フィーダー航路を経由



 
 

して対象地域と輸出又は輸入する場合は、船荷証券(B/L)上の荷渡地(Place of 

Delivery)又は受取地(Place of Receipt)が伊万里港になっているものとする。 

※４ 「新規」とは、前年度に対象地域との間で輸出又は輸入実績が無く、助成対象

期間に対象地域と輸出又は輸入するコンテナ貨物のこととする。 

※５ 「前年度」とは、令和４年３月１日から令和５年２月２８日までとし、前年度

実績との比較は、対象地域の取扱量（輸出と輸入の合計）で行う。 

 

（助成対象期間） 

 

第３条 助成対象期間は、令和５年３月１日から令和６年２月２９日までとする。 

ただし、助成金の交付決定額の累計が予算額を超える場合はこの限りでない。 

 

（助成金の額等） 
 

第４条 助成金の額は、新規又は前年度のコンテナ取扱量と比較して増加したコンテ

ナにつき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 国際フィーダー航路経由以外のコンテナ １ＴＥＵ当たり１５，０００円（リ

ーファーコンテナについては、１ＴＥＵ当たり２０，０００円） 

⑵ 国際フィーダー航路経由のコンテナ １ＴＥＵ当たり１７，０００円（リーフ

ァーコンテナについては、１ＴＥＵ当たり２２，０００円） 

２ 助成対象期間内に複数の交付申請があったため、交付すべき額が予算額を超える

こととなる助成対象月は、それぞれに交付すべき額により予算残額を案分して交付

するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、伊万里港輸出コンテナ助成金の交付を受けるコンテ

ナ貨物は、この要綱に基づく助成金の対象としない。 

 

（交付申請） 

 
第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、助成対象

期間内の１か月分を１申請とし、原則として助成対象月の翌月１５日までに、伊万

里港東南アジア・台湾輸出入コンテナ助成金交付申請書（様式第１号）に必要書類

を添付して、会長に提出しなければならない。 

 

  



 
 

（交付決定） 
 

第６条 会長は、前条の申請書を受理した場合において、内容を審査した結果、要件

を満たしていると認めるときは、当該申請者に伊万里港東南アジア・台湾輸出入コ

ンテナ助成金交付決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

 

 

（請求及び交付） 

 

第７条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに伊万里港東南ア

ジア・台湾輸出入コンテナ助成金交付請求書（様式第３号）を会長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 会長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を確認し、当該請求書を

受理した日から３０日以内に助成金を交付するものとする。 

 

（決定の取消し等） 
 

第８条 会長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決

定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を

返還させることができるものとする。 

⑴  偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

⑵  同一コンテナに対して、伊万里港輸出コンテナ助成金事業との併用利用が認め

られたとき。 

⑶  前号に掲げるもののほか、この要綱に違反する行為があったとき。 

 

（補則） 

 

第９条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項は、会長が

定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年 月 日から施行し、令和５年度分の助成金から適用する。 

 

 


